
地
方
分
権
改
革
推
進
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
八
年
十
二
月
七
日

参
議
院
総
務
委
員
会

地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
・
自
立
性
を
高
め
、
個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、
政
府
は
、
本
法
施
行
に
当

た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
今
回
の
地
方
分
権
改
革
が
国
と
地
方
の
関
係
の
基
本
に
わ
た
る
見
直
し
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
が
自
ら

の
判
断
と
責
任
に
お
い
て
行
政
を
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
国
と
地
方
の
役
割
を
新
た
に
見
直
す
場
合
に
は
、
地
方
へ
の
税
源
移

譲
等
役
割
分
担
に
応
じ
た
税
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
に
お
け
る
調
査
審
議
の
充
実
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
委
員
の
人
選
に
当
た
っ
て
は
、

地
方
公
共
団
体
の
意
見
が
十
分
反
映
す
る
よ
う
特
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
同
委
員
会
の
権
限
が
地
方
分
権
改
革
に
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る

事
項
に
及
ぶ
と
の
前
提
の
下
に
、
同
委
員
会
の
要
請
に
応
じ
最
大
限
の
協
力
を
行
う
よ
う
、
適
切
な
事
務
局
体
制
を
構
築
す
る
等
、
万
全

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
、
地
方
分
権
改
革
を
集
中
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
地
方
公
共
団
体
と
の
密
接
な
連
携
と
関
係
府
省
の
誠
意
あ
る
対
応
を

確
保
し
、
国
民
の
関
心
と
理
解
を
得
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
の
調
査
審
議
の
基

本
方
針
を
可
能
な
限
り
早
期
に
示
す
こ
と
を
同
委
員
会
に
対
し
て
要
請
す
る
こ
と
。

四
、
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
幅
広
く
、
誠
実
に
聴
取
す
る
よ
う
、
常
設
の
場
を
設
け

る
等
、
最
大
限
の
配
慮
を
払
う
と
と
も
に
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
の
勧
告
を
尊
重
し
て
そ
の
実
現
を
図
る
こ
と
。

五
、
本
法
に
基
づ
き
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画
が
実
施
に
移
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
、
地
方
分
権
改
革
の
た
め
の
措
置
を
検
討
中
で

あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
地
方
分
権
に
向
け
た
動
き
を
停
滞
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
間
に
お
い
て
、
地

方
に
関
係
す
る
制
度
の
改
正
を
行
う
場
合
に
は
、
本
法
に
基
づ
く
地
方
分
権
改
革
と
整
合
性
が
と
れ
た
も
の
と
な
る
よ
う
、
特
段
の
配
慮

を
払
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


